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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年６月１２日（木）午前　９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時３３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 山崎雅数  委　　員 福住礼子

委　　員 村上英明  委　　員 市来賢太郎 委　　員 増永和起  

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部理事　北野人士

同部次長兼産業振興課長　山田雅也

保健福祉部長　堤　守　　    同部参事兼生活支援課長　東澗順二

同部参事兼高齢介護課長　鈴木康之　同課参事　川口敦子

１．出席した議会事務局職員

事務局長　藤井智哉 同局書記　井上智之 

 

１．審査案件（審査順）

議案第４０号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案第４１号　平成２６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１号）
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（午前９時５８分　開会）

○森西正委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日はお忙しいところ、民生常任委員

会をお持ちいただきまして大変ありがと

うございます。

　本日は、きのうの本会議で、当委員会

に付託されました案件について、ご審査

をいただくわけですが、何とぞ慎重審査

の上、ご可決賜りますようよろしくお願

いいたします。

　一旦退席させていただきます。

○森西正委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、市来委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、先に議案

第４０号所管分の審査を行い、次に、議

案第４１号の審査を行うことに異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前　９時５９分　休憩）

（午前１０時　　　　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４０号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　福住委員。

○福住礼子委員　おはようございます。

　商工費の件につきましてお尋ねをさせ

ていただきたいと思います。

　今回、中小企業処遇改善支援業務委託

料ということで、商工振興費４００万円

の補正というのがありますが、これは緊

急雇用創出基金ということになるかと思

いますが、ここに至った経緯と、その内

容について教えていただきたいと思いま

す。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　福住委員の中小

企業処遇改善支援業務委託料についての

ご質問にお答えいたします。

　まず経緯ということですけれども、こ

れは国のほうの平成２５年度の補正とい

うことで、地域人づくり事業というのが

創設されました。

　これにつきましては、女性の活躍の推

進、若年無業者の就職促進、生涯現役社

会の実現に向けた高齢者の活躍推進等を

通じた雇用の拡大、それから賃金の引き

上げ、非正規雇用労働者の正社員化等の

処遇改善、この二つを推進することで地

域の実情に応じた創意工夫による多様な

人づくりを支援するための事業というこ

とで、国のほうでは緊急雇用創出事業の

交付金を増額しまして、この交付金を都

道府県、大阪府のほうに基金として積ん

だものでございます。その中で、摂津市

におきましては、その基金を活用して、

今回補正ということで中小企業処遇改善

支援事業ということで、実施しようとい

うことで、今回予算を計上させていただ

いております。

　この内容につきましては、処遇改善に

取り組もうとされる市内の中小企業に専

門家を派遣しまして、それぞれの事業所

の課題や特性、ニーズを分析しまして、

数値目標を定めて処遇改善計画というも

のを作成いたします。その計画に沿って

販路開拓でありますとか、従業員のスキ

ルアップなどの支援を行いまして、その

企業の経営基盤を強化して、その成果と

しまして従業員の賃金の引き上げとか、

正社員化といった処遇改善に反映させよ
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うというものでございます。

　その手法につきましては、民間のコン

サルタントに委託しまして、そこから専

門家を派遣すると。そういう手法をとる

ということでございます。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございまし

た。

　民間のコンサルタントということであ

りますけれども、今からですので、来年

の３月末までということになるかと思い

ますが、どのぐらいの件数とか、そういっ

たことの予定はございますでしょうか。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　これからこの議

案を可決いただきましたら、コンサルタ

ントをプロポーザル方式で選定するとい

うことになるわけなんですけれども、ス

ケジュール的には８月から来年の３月ま

での期間に実際に専門家の派遣を行いま

して、いろんな取り組みをしていただく

ということで、件数的には、大阪府の予

算の目安でありますとか、あるいは一つ

のコンサルタント会社が行える事業の規

模とかを勘案しまして、大体５者程度の

中小企業に派遣をと考えております。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　５者ということで、８

月から大体７か月ぐらいですので、ちょっ

と実績をつくり上げるまでには、コンサ

ルタントの方とその企業の方と打ち解け

るというのはおかしいですけれども、ちょっ

と時間がかかるかなと思うところがある

んですが、そういった心配がないのかな

ということと、５者というのは、本当に

テスト的なような気もするんですが、そ

の辺、委託するに当たって、実績がどの

辺まで求められるとかという、そういっ

た打ち合わせというのはあれですけれど

も、何か話し合いみたいなことはされる

のですか。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　事業期間が短く

て、成果がどこまで上げられるのかとい

うことも含めて、コンサルタントとどの

ような調整をということなんですけれど

も、プロポーザルを受けるコンサルタン

ト会社については、一定摂津市内の中小

企業さんの経営状況等を把握しておられ

る事業者さんの中からと考えております。

その上で、市のほうで実際にそのコンサ

ルタントを行おうと考えている事業所が

ここでいいというようなことを打ち合わ

せしながら決定しまして、そういうこと

ですので、全く一からということではな

いのかなというふうに思っています。

　それから事業期間が短いのではという

ことなんですけれども、一定これは大阪

府とも協議の中で、３月末時点で必ず目

標の成果が上がっていないといけないと

いうことではなくて、おおむねその事業

終了後３か月ぐらいまでの間の見込みを

含めて成果が上がっておればということ

ですので、大体１年間ぐらいの中で一定

投資した以上の効果が上がればよいと考

えております。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございます。

　女性、若者の雇用が広がる、また特に

現在働いておられる方がやっぱり正規雇

用に変わっていくとか、実際の賃金の底

上げにつながっていくような、ぜひそう

いったコンサルタントの力を発揮してい

ただきたいと思います。ありがとうござ

いました。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

　それでは、私のほうから生活保護シス

テム改修委託料というので、８１万円の
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補正が上がっていますけれども、それに

至った経緯と府と市の内訳がありますけ

れども、その算出の計算式などを教えて

いただければと思います。

　それと先ほどの福住委員の質問にちょっ

と絡まってなんですけれども、ことし補

正が通れば、５者を対象でこの事業を進

めていくということなんですけれども、

ことしうまくいけばというか、来年度に

向かっての展望というのか、そういうの

があれば教えていただきたいと思います。

○森西正委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　生活保護システ

ムの改修費用についてお答えいたします。

　今回の生活保護システムの改修につき

ましては、昨年末の臨時国会において成

立した生活保護法の改正に伴うものであ

ります。

　具体的な内容は、まず就労自立給付金

の創設に伴うもので、現行生活保護シス

テム内に給付金計算ツールの導入、対象

データの抽出機能、厚生労働省への報告

書類の機能等を新たに追加するものであ

ります。

　それと指定医療機関制度の見直しで、

医療機関マスター情報に有効期限を追加

することと、更新対象医療機関リストの

作成機能を追加いたします。

　３点目で、返還金情報に、相殺の納付

区分の機能を追加するものであります。

　それで補助金の関係ですが、これは大

阪府の緊急雇用創出事業の補助金で、お

おむね事業費の８割が補助対象となって

おります。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　この事業の来年

度に向けた展望ということでございます

が、大阪府のほうに積んでおります基金

は、平成２６年度、２７年度、２か年で

使えるということで、総額６５億９，５

００万円となっております。そのうち府

が直接実施する事業もございますので、

市町村分としては、その２分の１という

ことで、その中で今回本市が実施します

処遇改善プロセスということで、これに

ついては総額が１５億円の予算がござい

ます。今回本市が４００万円ということ

になっておりまして、今現在、この処遇

改善のプロセスということで、実際にほ

かの市町村で内示がおりているところが

まだないと聞いておりますので、府の基

金の予算的には余裕があるのかなと思っ

ておりますので、今後この事業は、非常

に効果があるということになれば、また

来年度に向けて拡充をしていくというこ

とも考えられるのかなと。何分、１０分

の１０の補助ということになっておりま

すので、活用できるものは活用していき

たいと考えております。

○森西正委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　生活保護システムの

改修委託料について、内容をご説明いた

だきましたが、これは委託料となってい

ますけれども、基本的には先ほどおっしゃっ

た府だとか、国だとかのシステムを改修

していく上で、そちらに委託するための

お金となるんですか、それをお聞きした

いのと、それと中小企業処遇改善支援業

務の委託料のほうですけれども、来年度

も平成２７年度まで補助金が得られる可

能性があって、拡充も可能だということ

なので、ぜひとも本年度いい結果が得ら

れるように頑張っていただいて、来年度

につながるようにしていただきたいと思

います。

○森西正委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　現行の生活保護

システムにつきましては、富士通エフ・

アイ・ピー株式会社のシステムを使用し

ておりますので、同会社がそのシステム
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を開発して導入していくというふうな形

になります。

○森西正委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　わかりました。あり

がとうございます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　増永委員。

○増永和起委員　まず生活保護のシステ

ム改修の件ですけれども、今、市来委員

のほうからどういう内容かという質問が

あって、それに答えていただいたので、

具体的な中身としてはわかったんですけ

れども、その自立支援のプログラムのほ

うですね、対象となる世帯の方はどれぐ

らいいらっしゃるのか、教えていただき

たいと思っています。

　指定医療機関ということですけれども、

今までは一旦指定医療機関になったら、

そのままずっとということだったと思う

んですけれども、それが更新となるとい

うことなので、どれぐらいの期間で更新

となるのか。また、そのときに新たに今

指定されていないような医療機関につい

ても働きかけをされるおつもりなのか、

それをお聞きしたいと思います。

　それから返還金の相殺ということでし

たけれども、返還金の相殺については、

生活保護法の第７８条と第６３条という

のがあると思うんですけれども、この二

つの違いを教えていただきたいです。

　それから、今回そのプログラムの中に、

今組み込んでいかれることになると思う

んですけれども、今現在、分納して返還

をしておられる方、その人数について７

８条と６３条、それぞれで教えていただ

きたいと思っています。

　それから商工費のほうですけれども、

地域人づくり事業ということで、雇用拡

大プロセスと処遇改善プロセスという二

つがあるというふうにお聞きしています

が、摂津市は処遇改善のほうだけをされ

るということなんですが、どうして処遇

改善のほうだけなのか。大阪府のページ

なんか見ていますと、ほかの自治体でも

両方やっていたりするようなところがあ

ると思うんですけれども、これ一つだけ

を選んだというのはどういうことなのか、

教えてください。

　それから、先ほど到達目標ということ

をおっしゃっていたと思うんですけれど

も、大阪府のほうでも各自治体に対して

到達目標をちゃんと立てさせて進捗状況

を調べるようにみたいなことが載ってい

たと思うんです。摂津市としては、その

到達目標というのをどのように考えて、

これから計画を立てられようとしている

のか教えていただきたいと思います。

　先ほどのお話では、コンサルタント会

社というんですか、そこをプロポーザル

方式で募集をかけて選ぶということだっ

たんですけれども、対象の事業所という

のは、募集をかけて選ぶということでは

なくて、そのコンサルタント会社と相談

をして決めるということなんでしょうか。

一般的に応募をかけるつもりはないんで

しょうか、教えてください。

　それとアクションプランとの関係、位

置づけというのをどのように捉えておら

れるのかお聞きします。

○森西正委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　まず、自立支援

の対象者の人数でございますが、今現在

就労している、生活保護受給者の細かい

数字は持ち合わせていないですが、おお

むね２００人弱が何らかの就労収入を得

ている状況にあります。その中で、今回

の就労自立給付金の対象となられる方は、

就労収入により自立をされる方が対象に

なりますので、今現在の数字の把握は難

しいですが、昨年度の就労による自立が
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大体２９名となっておりますので、今後

７月以降、このような方々が対象になっ

ていくものと考えております。

　次に、指定医療機関ですが、今回の改

正においては、有効期間が６年間に区切

られることとなっております。指定医療

機関になっていない医療機関への働きか

けですが、第１回の委員会のときにもご

質問があったと思いますが、現在、摂津

市内においては、一部の医療機関を除き、

ほとんどの医療機関が生活保護の指定を

受けている状況でありますので、その働

きかけをしていくということは、現在の

ところは考えておりません。

　次に、返還金の内容ですが、まず６３

条の返還金は、被保護者が急迫の場合な

ど、資力があるにもかかわらず保護を受

けた場合、受給後にその資力について返

還を求めるもので、具体的には生命保険

の解約返戻金、厚生年金の遡及、住宅の

解約返戻金などがあります。

　次に、７８条の徴収金につきましては、

不実の申告その他不正な手段により保護

を受けたとき、その費用を徴収するもの

で、具体的には、未申告の就労収入など

があります。

　現在分割で返還をしている方につきま

して、今年４月の状況では、６３条の返

還が２件で９，０００円、７８条の徴収

が２５件で３９万１，０００円となって

おります。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　まず、この地域

人づくり事業で、雇用拡大プロセスと処

遇改善プロセスがあって、なぜ処遇改善

プロセスを選んだのかということと、最

後に質問がありました本市の産業振興ア

クションプランとの関係の中でちょっと

答弁させていただきます。

　まず、この摂津市産業振興アクション

プランにおきましては、第４次の摂津市

の総合計画に掲げております施策の一つ

で、中小企業の経営力向上の支援という

のがありまして、その具体的な取り組み

ということで、販路の開拓、経営改善の

ための制度の拡充、研究開発力や技術力

の強化、新商品の開発支援など効果的か

つ効率的な支援制度の拡充を目指します

としております。そういう中で、今回の

補正をお願いしています中小企業処遇改

善事業につきましては、このアクション

プランの目指す方向と合致するものと考

えております。

　また、このプランを策定するに当たり

まして、事業所の実態調査も行っており

ますけれども、その結果の中で、これら

の制度的な支援策、今言いましたような

販路開拓等の支援策のほかに、人材、労

働力の確保、育成に関する支援というの

が非常に強く求められているということ

もございました。そういう中で、今回の

処遇改善プロセスというのは、まさにそ

の経営力を改善して、人材の育成も図り、

そういう中で従業員の方の処遇改善にも

つなげていただくということで、アクショ

ンプランと合致するものであるというふ

うに判断しました。

　もう一つ雇用拡大のほうについても、

非常に重要な施策とは考えておりますけ

れども、何分いずれも新しい取り組みと

いうこともありますので、両方同時にと

いうのは、なかなか体制的にも難しいの

かなということと、大阪府のほうとも協

議しながら処遇改善プロセスを選んだと

いうことでございます。

　それから２点目の市としての目標をど

のように考えているのかということであ

りますが、最低限投資した以上の効果を

上げるということが大きな目標になろう

かなと思うんですけれども、具体的には、
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定期昇給でありますとか、ベースアップ、

一時金でありますとか、手当の増額といっ

たいわゆる賃金の引き上げに関する部分

が一つ、それから非正規の職員の社員の

方を正規社員化するというのが一つの目

標、それから離職者数を減らし、定着率

を向上させるというのが目標です。その

他としまして、福利厚生の充実といった

ことをこれから具体的に、そのプロポー

ザルにかける中で一定の数値を示して、

それ以上の成果が上がるようなコンサル

タント会社に委託していこうと考えてお

ります。

　それから、対象の事業者の選定の方法

なんですけれども、先ほどご答弁しまし

たように、コンサルタント会社が推薦す

る、提案する事業者の中で、その内容を

一定市のほうで審査しまして選定すると

いうことで、幅広く公募ということは考

えておりません。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　生活保護のほうですけ

れども、自立支援ということで新しい制

度ができて、それに対して対応していく

ということで、自立支援ということは本

当に大切なことですし、これからもそれ

は応援していってもらいたいなと思って

いますし、今、今度の新しい制度がその

応援につながればすばらしいなというふ

うには思っているんですけれども、片や

自立支援という名の下に非常に就労を強

制していって、指導に従わないというこ

とで、保護を打ち切るというふうなこと

も、摂津市ではなくて大阪市がこの間、

大阪市の保護行政がかなり違法なことが

行われているのではないかということで、

全国調査団が組まれまして、その中でそ

ういうことも問題となってきています。

ぜひとも自立支援ということで、本当に

温かい、受給者の方々が本当に将来的に

しっかりとした基盤を築いて、前向きに

頑張っていけるというような形での温か

い対応をしていただきたいなというふう

にお願いいたします。摂津市は、そうい

うふうにしていただいていると今理解し

ておりますので、さらに充実をお願いし

たいと思っています。

　それと医療機関のことですけれども、

６年ごとの更新ということで、この問題

が出てきた背景は、医療機関の中で不正

があったというようなこともあるのかも

しれませんけれども、たくさんの医療機

関が６年ごとの更新ということでは非常

に煩雑な仕事がまたふえるのではないか。

もしも更新がうまくいかないと、そこに

かかっておられる受給者の方が指定機関

でなくなると、そこで医療を受けられな

いということになりますから、大変なこ

とになると思うので、ぜひその点はしっ

かりとやっていただきたいというふうに

思います。

　それから指定の医療機関となるように

働きかけをしてほしいということで、前

回もお願いしました。それに答えていた

だいて、産婦人科のほうへ働きかけをし

ていただいたというふうにも伺っていま

す。１回でなかなかそういうふうにオー

ケーがもらえないということもあるとは

思うんですけれども、そこの産婦人科と

いうのは、摂津市では唯一の産婦人科で

すので、働きかけについては考えていな

いと言わず、これからもたびたびお願い

したいなというふうに思います。これは

要望としておきます。

　それから７８条と６３条の違いについ

て、ご説明がありました。不正受給とい

うことが非常に今、社会的にも話題には

なっていますが、この７８条と６３条の

違いというのは、やはり７８条は、今おっ

しゃったように不実の申告とか不正な手
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段によってという、本当に不正だと、悪

意があるということがまず６３条との大

きな違いというふうに思っています。申

告の間違いというのは、誰にでもあると

思うんです。本当にちょこっとした数字

の間違いであったりとか、計算の間違い

だったりとか、そういうふうなものまで

不正な申告だというふうにして取り扱っ

ているのではないかと。これも先ほどの

大阪市の調査団の中で、不正受給という

ふうに７８条として数えられている数字

の中に、何百円単位みたいなものがたく

さん入っていた。大阪市各区でそれぞれ

数字を出してもらったところ、不正受給

の金額の中の一番多いのは、３，０００

円以下の金額であると。その中に何百円

単位というものもたくさん入っていたと

いうふうなことが明らかとなって、大阪

市に対して、これは本当に７８条と言え

るのかと、ちょっとした計算の間違いで

あったりするものがほとんどではないな

いのか、それを悪意があるというふうな

７８条として処理をしているのではない

かということが問題になりまして、大阪

市はそのことについて調べ直すというこ

とで回答いたしました。本当に受給者の

方は、悪意を持ってそういうことをされ

ている方というのは、本当に少ないと思

うんです。７８条と６３条というところ

では、きちっとその中身について、精査

していただきまして、本当に悪意を持っ

て、そういう不正受給をしようというこ

とについては、厳しい対応をしていただ

かないといけないと思いますけれども、

そうではない一般の方が知識が足りなく

て、申告するのを言っていなかったとか、

また間違っていたとか、そういうことま

で不正受給というふうな数にカウントを

するということは決してしてはいけない

ことではないかと思っておりますので、

それについてもご答弁いただきたいです。

　それから地域人づくり事業のほうです

けれども、両方するのは難しいというこ

とで処遇改善を選ばれたと。アクション

プランとの関係でも合致するものだとい

うお答えでした。それであるならば、先

ほど福住委員もテスト的だというふうに

おっしゃいましたが、５事業所というの

は余りにも数として少ないのではないか

というふうに思います。

　また、コンサルタント会社が推薦する

事業所を対象とするんだということにつ

いてもやはり摂津市の産業振興アクショ

ンプランということであれば、摂津市全

体に向けて、そこは打っていかないとい

けないのではないのかと思うのですが、

いかがでしょうか。

　それから事業の到達目標についても、

最低限の投資した以上の成果ということ

で昇給とかいろいろ上げていただきまし

たけれども、それは数字として出てくる

ということだと思うんですが、どういう

ふうな計算をして、いつごろその結果を

出して、これは成果があったとか、なかっ

たとかという判断をどこがするのかとい

うことについても教えていただきたいな

と思います。

○森西正委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　７８条徴収の対

応についてでございますが、内容によっ

て、悪質性の高いとか、金額が大きいも

のにつきまして、警察署のほうに被害届

等も考慮していかなければならないと考

えております。また、その７８条の徴収

の中には、高校生の方がアルバイトをし

ていたが申告がなかったなど、うっかり

としたミス等につきましては、生活保護

制度は、世帯単位になりますので、収入

申告について、定期的に報告を求めてい

る状況の中で、内容が違う場合につきま
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しては、７８条の適用をしなければなら

ないような状況があります。ただし、こ

のような場合につきましては、その対象

となられる方に制度について十分再度説

明した中で理解を求めるような形をとっ

ており、厳しい指導などしないような形

で対応しております。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　まず、この支援

を受ける中小企業の数が５事業所という

ことで少ないのではないかということと、

それからコンサルタントの推薦する事業

者ということではなくて、公募をすべき

ではないかというご質問かと思いますけ

れども、確かにできるだけ多くの市内の

中小企業さんの従業員の方の処遇改善が

図られるということが当然目指すべき方

向だと考えております。ただ、この事業

の手法が緊急雇用という中で、従来は直

接的にこの基金を用いて人を雇用して育

てるというような手法がほとんどだった

かと思うんですけれども、この処遇改善

プロセスというのは、直接的にこの基金

で人材を雇用するというようなことでは

なくて、間接的にコンサルタント業務に

よって経営改善を図って、その結果とし

て従業員の処遇の改善を図るといった新

しい取り組みでございまして、私どもの

ほうとしても、国も府もそうなんですけ

れども、市としてもモデル的な形で取り

組もうということでございますので、余

り最初から手広く広げてどうなのかなと

いうことが１点ございました。

　それとあわせて、一般に公募というこ

とでございますと、それぞれ応募された

事業者さんの現状といいますか、経営状

況を把握した上で、この事業を展開して

いかないと、なかなか成果も上がりませ

んので、まずそのコンサルタントに委託

します前に、市のほうで一定その事業者

さんの経営状況などを把握して、これな

らばこの事業に乗っかると、だから委託

しますというような手順を踏む必要があ

るのかなと。その点一定コンサルタント

さんに推薦という形ですと、ある程度状

況を把握されていると思っていますので、

そのあたりは市のほうが一から調査する

よりも事業も円滑にいくのかなと考えて、

この手法をとろうとしているところでご

ざいます。

　それからもう一つ、その目標の数値化

と、それから最終的な成果の判断という

ことについてというご質問ですが、目標

の設定の基準としましては、例示的にな

りますけれども、一つ非正規の社員の方

をお一人正社員にしたという場合、正社

員の方の平均の月額というのが厚生労働

省の平成２５年度の賃金の調査等にあり

まして、月額２２万４，５００円という

ような数値がございます。それから非正

規の社員の方の年収、これはまた別の国

税庁の民間給与の実態調査なんですけれ

ども、これが年間で１６８万円というよ

うな数字が出ております。これを事業期

間、一定８か月間が成果の期間とすれば、

先ほど約１年という話もしたんですけれ

ども、８か月ということで絞れば、正社

員の方の収入が１７９万６，０００円、

非正規の社員の方が１１２万円というこ

とで、この差額６８万円、これが成果額

というような計算、一つの算定の基準を

設けております。ただ、実際にこの事業

をしましたら、その会社、その会社によっ

て、当然給料も違いますので、実態に合

わせたその成果額をはかっていくという

ようなことになります。同様に賃金の引

き上げということで、２％から３％ぐら

いの引き上げというようなことで目標設

定を考えておりますので、これも引き上

げ前とあとの賃金の差額を一定国の調査
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等の平均の給与、それをベースに幾らと

いうようなことで、例えば２．５％引き

上げられたら、およそこの事業実施期間

に１人当たり５万円ぐらいの事業効果が

あったというような算定をしようとして

おります。これにつきましても、それぞ

れの企業さんの給与の実態に合わせて、

成果額は変わってきますので、それを最

終年度末まで実施して、そこから先３か

月ぐらいまでの見込みを含めて成果額を

出すということで、その結果を市のほう

で判断して、当然大阪府、国のほうにも

その結果を報告するというような形をと

るということになっております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　生活保護の問題につい

ては、高校生のアルバイトなどは、本人

も家族の方もしっかりとそのことについ

て申告しないといけないということすら

理解していなかったりとか、就労すれば、

控除がきちんとあるよと。そうしたら、

アルバイトをした部分が、ほとんどその

まま手に入れることもできる可能性があ

るというふうなことも全く知らないでさ

れていて、後になって税情報で上がって

くるというふうなことがよくあるという

ふうに聞いています。これは本当に悪意

があってということでは決してないと思

うので、これを７８条で処理するという

こと自体がそもそもおかしいと思うんで

す。もし、それを大阪府のほうなどから、

そういうふうにしないといけないという

指導がおりているのであれば、そこは市

のほうから、それは違うんではないのか

ということで言っていただきたいと思う

んです。やはり７８条の数ということが

不正受給ということで、社会的にはひと

り歩きをしていくと思うんです。全国各

地で、そういう本当は悪意がないのに、

ちょっと知識が少なかったりとか、それ

からうっかり間違ったりとかしたものま

で全部不正受給の数ということだけでカ

ウントされると、本当に今、生活保護を

受けるということについて、バッシング

などもありますし、受給者の方の肩身が

狭い思いをするという部分もありますし、

そこについては、ぜひ声を上げていただ

きたいなと。対応は今お聞きしたように、

各事例に基づいて、きちんとしていただ

いているとは思うんですが、その数とし

てカウントする７８条であるというふう

にするということそのものが、それは違

うんではないかと思うので、ぜひともよ

ろしくお願いします。これは要望として

おきます。

　それから商工費のほうですけれども、

今おっしゃったように、新しい事業なの

でモデル的だというお話ですけれども、

やはり摂津市が打ち出しているアクショ

ンプランの一つとして、この事業をやる

ということであれば、それは事業者にとっ

て公平な機会というものが与えられるべ

きだというふうに思います。コンサルタ

ントが既についているような会社さんに

対してだけのこういう改善策だけではな

くて、今までそういうことが必要だった

けれども、できなかったというところに

こそ、この制度は使ってもらうようにす

べきではないかというふうにも思うので、

今回はもう間に合わないのかもしれませ

んけれども、来年度もみたいなお話も先

ほどありましたので、ぜひそういうふう

に有効的に活用していただきたいという

ことと、これでアクションプランの中の

中小企業の振興策をやったんだというこ

とではなくて、もっといろんな形でしっ

かりとしたアクションプランに基づいた

事業を進めていただきたいというふうに

思っています。要望で結構です。

○森西正委員長　そうしましたら、ほか
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に。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　私のほうからも短くや

らせていただきたいと思うんですが、生

活保護のシステム改修のほうは、この７

月１日から法改正をされて、そのシステ

ムの改修が必要だということで国からお

金がおりてくるということなんですけれ

ども、この法改正そのものが、これ不正

があるということを大きな網をかけて制

限強化をされていく方向だと我々思って

おりまして、これはもう何も悪いことを

していない利用者にとってみれば迷惑な

話やなと思っているんですけれども、そ

こで今回改修をされていく還付の相殺な

どもこの法の精神では、必ず本人に確認

をして、納得の上で執行しなくてはいけ

ないということにもなっています。ほか

にも今回新しい法律の中では、書類提出

なんかもいろいろ設けられますけれども、

これは申請の条件ではないとか、本人の

確認のない家族関係、親戚関係、社会関

係を壊すような扶養の照会はしないとい

うことなども盛り込まれておりますので、

機械的にシステム改修されても、これが

全てのときの還付請求されている方に適

用されるわけではないということをちょっ

と確認だけしてもらいたいと思います。

「はい」とだけ返事をいただければあり

がたいと思います。

　それと緊急雇用のほうは、これまでも

やってこられて、マッチング、ミスマッ

チとアクションプランに従って、ことし

もずっとそういう緊急雇用の事業をやり

はりますよね。新しいこういったコンサ

ルタントの事業もやられるということな

んですけれども、これまでのそれこそ緊

急雇用をやられてこられた成果について、

この際ですから一度改めてお聞かせいた

だければと思います。

○森西正委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　今回の生活保護

の改正につきましては、生活保護法が昭

和２６年にできて、それから大きな改正

がされていない中で、被保護者数が毎月

過去最大を更新しているとか、医療費が

扶助費の全体の半分を占めている、稼働

年齢層の方が増加しているなど課題が出

てきている状況で改正が出ており、厚生

労働省のほうから通知が来ている中では、

過去からの生活保護の制度の趣旨という

ものは全く変わらない中での制度の対応

というふうな形で考えております。最近

の生活保護受給者につきましては、それ

ぞれ個別にいろんな問題を抱えておられ

る方がおられますので、個別の状況につ

いて、十分考慮した中で、支援をしてい

く立場にある者として、それぞれの状況

を判断した中で、機械的な対応はしない

ように努めているところでございます。

○森西正委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　過去からの緊急

雇用創出事業の成果ということでござい

ますけれども、これは産業振興課が所管

する部分に限らず、教育、土木、総務、

庁内かなり多くの所管にまたがるいろん

な事業を実施しております。私どものほ

うで、それを取りまとめた資料の手持ち

がございませんので、また改めて資料の

提出をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　なければ、以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４９分　休憩）

（午前１０時５１分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４１号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。
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　福住委員。

○福住礼子委員　介護保険の補正という

ことで、今回１，０２９万円になるんで

すかね、今回のこの補正ということで、

補助金の補正だと思いますが、介護事業

者の事業整備にかかわるものかと思いま

す。今回のこの事業整備に至った経緯、

それとその内容について説明をしていた

だきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、福住

委員の事業整備に至った経緯と整備の内

容についてご答弁申し上げます。

　介護保険制度は、平成１２年度に始ま

り、福祉施策が措置から契約へと大きく

方向転換し、要介護認定の認定者数が１，

１００人でスタートいたしました。当初

は、特別養護老人ホームなどの施設の新

設、増床を重点的に進めてまいりました。

そして、平成１８年の制度改正により、

市町村による新たな地域密着型サービス

の導入が可能となったことから、本市に

おきまして、地域密着型のサービスとし

まして、今日まで小規模の入所施設や認

知症対応型の通所介護など本市の要介護

認定者の求める介護保険サービスメニュー

の拡充を図ってまいりました。

　一方で、現在の要介護認定者数が１４

年間で当初の２．７倍の３，０６５人へ

と増加しており、在宅サービスのさらな

る拡充が求められる観点から、平成２６

年度の当初予算に市内事業所では初めて

となります定期巡回・随時対応型訪問介

護看護のサービスの構築に対する府補助

金を計上いたしておりました。しかし、

大阪府より当該の基金が不足することか

ら、財源を国の地域介護・福祉空間整備

等交付金に変更するよう指示があり、今

回歳入科目の変更を行うものでございま

す。

　なお、２９万円の増額につきましては、

消費税の増額分を上乗せしていただいた

ことによるものでございます。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございます。

　一つだけ教えていただきたいんですが、

随時対応型訪問介護看護サービスという

ことですけれども、これもう少し内容が

わかれば教えていただきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、具体

的な内容としましてご説明させていただ

きます。

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護サー

ビスにつきましては、日々、要介護１以

上の方に日中、夜間を通じまして、定期

的な巡回と必要がありましたときの随時

の通報を受けて、ヘルパーまたは看護師

または作業療法士等を派遣して、在宅で

身近な地域で生活していただくという、

訪問を中心としたサービス内容でござい

ます。定期的に巡回するということで、

小まめに在宅を訪問するということがで

きますので、安心して暮らしていただけ

るサービスの提供かと考えております。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　わかりました。

　介護保険があって、家族の介護の負担

が軽減されるということは本当に助かる

と私も実感しますし、そういった多くの

声も聞いております。ただ、なかなか思

うようなところで来てほしいということ

がつながらないこともうまくいかないん

だなというのも感じております。もちろ

ん受ければお金も多少なりとも発生する

ことでもありますし、ただ、家族にとっ

てはできるだけ在宅で見れるものなら見

たいという気持ちもあるかと思います。

そういったことで、今後随時対応をうた

われるところ、また定期巡回ということ
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で言われているところにあっては、本当

にもう細かくそのサービスの内容という

のは、今まで決まった形をもう少し幅広

く展開していただけるような形というの

を検討していただけるものなら、それほ

どうれしいものはないかなと思います。

これから高齢者、ますますふえてまいり

ます。介護保険の運営というのも大変厳

しいものがあるかと思いますが、そういっ

た事業を立ち上げるところにつきまして

は、ぜひともそういった要望も入れてい

ただいて、事業の運営に進めていただき

たいなと思います。ありがとうございま

した。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　増永委員。

○増永和起委員　介護保険の新しい施設

への補助金ということで、この金額が上

がっているわけですけれども、先ほど福

住委員のご質問に対しての答弁でありま

した要介護認定２．７倍になったという

ことで、やはり施設も大変必要とされて

いるということでしたけれども、今、施

設の待機者というのが何人ぐらいいてる

のかということを教えてください。

　それからこの新しいサービス、定期巡

回・随時対応型、この部分の利用者とい

うのは何人ぐらいを想定されているのか。

また、地域ですね、どれぐらいの地域を

範囲と考えておられるのかということに

ついても教えてください。

　それからオペレーターがいて、２４時

間の通報に携わると。介護職員や看護職

員が定期巡回や随時訪問をするというふ

うな制度だと思うんですけれども、この

新しい部分のところでは、オペレーター

や介護職員、看護職員の配置はどのよう

に行われるのかということも教えていた

だきたいです。

　それから１日数回の訪問と随時の呼び

出しに対応するということですけれども、

数回というのは、１日何回くらい訪問す

るのか。また１回につき時間はどれぐら

いの設定を考えておられるのか。訪問し

て具体的にどんなことをするのか。呼び

出しがあれば、必ず訪問するのかという

ことについても教えてください。

　それからサービスの利用料については、

どれぐらいなのか。他市でもこういうこ

とをやられていると思うんですけれども、

他市の状況は、今どれぐらいやっておら

れるのか、他市の状況はどうかというこ

とも教えていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、まず

施設の待機者の状況についてご答弁申し

上げます。

　まず特別養護老人ホーム等の待機者の

数は４月１日で集計しております。平成

２６年度で見ますと１６２名の方が待機

となっております。その中で介護度が３

以上で必要性が高い方につきましては、

７４名、申込者のうちに４５．６％がそ

ういう方でございます。また、それ以外

の方につきましては、介護度が低い方で

ある状況となっています。また、１年先、

２年先を見越して入りたいという、現在

ではまだ介護要件には入っておりません

けれども、そういう申込者もわずかにお

られるということを聞いております。

　また、待機者の状況ですけれども、平

成２４年、２５年、２６年の３か年を見

ますと１７６名、１４２名から今回の１

６２名とおおむね１５０名前後が平均値

であろうかという状況でございます。

　次に、今回補正をお願いしております

事業の行動範囲といいましょうか、範囲

についてですけれども、今回取り組む事

業につきましても本市におきましては、
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摂津市内全域に対して１事業所程度をか

がやきプラン等でうたっている内容であ

りまして、当然訪問巡回型、車に乗って

訪問する場合もありますし、バイクで行

かれる場合、自転車で行かれる場合もあ

りますけれども、本市は非常に狭い市域

ですので、そういう交通用具を使って随

時に対応していただくということで、摂

津市内に１事業所という形で計画をして

おります。

　次に、緊急時も含めまして、オペレー

ターを施設内に配置はしております。そ

の中で、当然ヘルパーであったり看護師、

またＯＴ、ＰＴの方が常駐されている体

制により、必要があればお伺いする。も

ちろん定期巡回でルーチンも入りますの

で、ルーチンの入っている訪問している

間にお電話をいただいた場合は、その時

間はしばらくお待ちしていただくことも

あろうかと思いますけれども、そういう

ような従前、連絡を受けて、プランに反

映して対応する形から、一歩前に出た、

少しでも早く訪問して、対応するような

仕組みで考えております。

　まず費用につきましては、介護度によっ

て若干変わっております。一例で申し上

げますと、介護３で１万８，０００円程

度の月負担、介護５で２万７，０００円

程度の月負担となります。

　次に、他市の状況につきましては、ちょっ

と今手元にはありません。この巡回型対

応の事業につきましては、本市の場合は、

施設に併設といいましょうか、老健ひか

りの１階の事務所を活用しまして通信機

器等を設置するという形で聞いておりま

して、採算性が非常に厳しい事業という

ことで、なかなか事業としても手を挙げ

ていただくところが少ないかと思います。

ただ、再度調べましてご報告させていた

だきたいと思います。

○森西正委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　今のご質問の中

の当初見込みの対象者数になりますが、

当初は１０人程度から開始するのではな

いかという想定でおります。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　先ほどの質問で、１日

数回の訪問と随時の呼び出しということ

ですけれども、１日何回くらい訪問する

のかということと、１回について時間は

どれくらいかということと、具体的にど

んなことをするのか、呼び出しがあれば

必ず訪問するのかということもお聞きし

たので、もう一度そこについても教えて

ください。先にそれを言っておきます。

　それから過去を見てみますと、平成２

４年度に、この事業については募集を行っ

ておられると思いますが、説明会には五、

六者来たということですけれども、応募

はなかったという議会での答弁があった

ように思います。今回、１者できること

になったというのは、前進だということ

だと思うんですけれども、何でそれが今

回はできるようになったのかということ

が一つ。

　それから摂津市全体について、１事業

所、利用者の数は１０名くらいというこ

とですが、本当に１か所で十分なのか。

先ほどの施設の待機者の数は非常に多い

です。今後もこの同様の事業は拡大して

いこうとされているのかということにつ

いてお聞きします。

　それからオペレーターや介護職員、看

護職員、それぞれほかにもいろんな技能

の関係の方とかも置かれるということな

んですけれども、何人ずつぐらい置かれ

るのかということを教えてください。

　また、オペレーターとか夜間訪問の対

応をされる方、これはこの定期巡回・随

時対応型に対しての専任の方がつかれる
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のか、それとも老健施設ということです

ので、夜勤の職員がいらっしゃると思う

んですけれども、そういう方が兼任され

るのか。もし兼任されるということだと

すると、今、夜勤の職員の方、大変非常

に厳しい労働条件の中で働いておられる

というふうに伺っているんですけれども、

体制はそれで大丈夫なのかということに

ついて伺います。

　それから、このサービスを利用すると、

ほかの訪問サービスなどは併用できない

ということになっていると思います。最

初にちょっとお答えいただけなかった部

分と、これ関連するんですけれども、買

い物であるとか、掃除であるとか、調理

や洗濯、入浴、施設に入所していたら、

そういうものは心配する必要はないと思

うんですけれども、施設にかわる在宅の

といいながら、こういう部分にサービス

は提供できるのかどうかということを教

えてください。

　それからサービスの利用料ということ

ですけれども、非常に高い金額になるの

ではないかと思います。家事援助はサー

ビス以外で実費となると非常に負担が大

きいものになって、なかなか利用がしに

くいものになるのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。

　それから他市の状況は、ちょっと手元

にないということでした。大阪府下でも

この事業をやっておられるところは少な

いんだと思います。私が調べてみたとこ

ろ、大阪市内は９か所ぐらいあるようで

すが、あとは大きな堺市であるとか、豊

中市であるとか、茨木市であるとか、北

摂関係は豊中市、茨木市ぐらいですかね。

というようなことで、摂津市の中で果た

してどういうふうにこれを展開していこ

うと考えてはるのかなというところでは、

先ほど採算性も厳しいと言われましたが、

ちょっと教えていただきたいなというふ

うに思います。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　まず、この事業

が平成２４年に事業所の説明会の中でた

くさん来ていただきましたけれども、実

際、事業として成立しなかった状況につ

いてご説明いたします。

　当初は平成２４年に公募という形で、

そういう事業者さんに対してのアプロー

チをしたわけですけれども、今回、増永

委員の質問のように、ヘルパーの人材の

確保、看護師、また理学療法士、作業療

法士等の確保等非常に課題があります。

今般、事業として展開される老健ひかり

においては、病院関係の医療をお持ちと

いうことで、看護婦の確保については、

それなりの人材のルートをお持ちという

ことで、２年かけられて、そういうふう

な人材確保のめどがたったということで、

平成２５年度後半にお話がありまして、

私どもとしては、府の補助金を活用して、

今回は国の補助金になりましたけれども、

活用して整備という形で平成２６年度中

に実施という形で打ち合わせをしながら、

実施までたどり着けたという状況です。

もちろん先ほど１０名程度でスタートし

たいという形でご答弁申し上げています。

今後、高齢者がふえていく中で、こうい

うニーズがふえていく状況が出ました折

には、再度こういう事業所の募集も含め

て展開していきたいとは考えております。

また、それにつきましては、新たに第６

期のせっつ高齢者かがやきプランの中で

提案しながら委員のご審議を経て進めて

いきたいと考えております。

　また、今後につきましては、拡大をし

ていければという認識をしております。

　また、サービスの使い方としまして、

例えば買い物等、洗濯物といいましょう
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か、身近な家事援助につきましては、介

護保険が平成２７年４月から法改正が行

われ、ヘルパーの派遣事業が市町村化と

いいましょうか、市町村のほうでしてい

くという流れもあります。そういうとこ

ろを踏まえながら、本市のほうでもそう

いう身近なサービス提供はできないか、

構築していけるように、今後国の方針を

見定めた上で、展開していきたいと考え

ております。

　それと従業員の配置が専属なのか、兼

務なのかというところにつきましては、

まずオペレーターを含めて、専任でお願

いするというスタンスが変わっておりま

せん。ただ、この事業所の指定におきま

しては、指定の権限は本市にございます。

これは地域密着型ということで、指定の

権限は本市にありますので、人員配置に

つきまして、またその身分につきまして

は、私どもはできるだけ速やかに連絡が

あれば、伺っていただける体制を整えて

いただくということで、基本的には直接

人員を配置していっていただけるような

体制、また専任という形をお願いしたい

と思います。ただ要望がふえてくる場合

とか、例えば行き先が南と北に分かれた

りする場合もありますので、どうしても

対応できない場合は、一定ヘルパーの兼

任の方の派遣もやむを得ないのかなとい

う認識はしております。

○森西正委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　訪問介護の内容

等について、１回の時間や１日の回数な

ど、そのようなことについては、一定１

か月何単位という月単位の管理になって

おりますので、実際には必要回数及び必

要な内容について要する時間を考えてケ

アプラン上に位置づけ、それを基本的な

定期巡回の内容として、サービス提供が

されるべきと考えておりますので、この

定期巡回・随時対応型訪問介護の内容に

ついて、上限の回数や、あるいは１回当

たりの時間の制限等、そういう管理とい

うようなことについては、定めは特には

ないというふうに考えております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　なかなか手が上がらな

いところで、老健ひかりさんのほうが２

年かけて準備をしたということでお話を

伺いました。その中で、オペレーター等

は、この事業の原則専任というふうに、

ほかのヘルパーだとか看護師とかという

方々も専任で体制を組むということで伺

いましたので、ちょっと安心かなという

ふうにも思うんですけれども、いろいろ

見てみますと、オペレーターや看護師、

ヘルパーなどをその施設の夜勤職員が兼

任しているところがあったりだとか、ま

たオペレーターについては、ナースコー

ルと一緒に委託を受けるという業者の広

告なんかをネットを見てますと出てくる

んですね。そうなりますと、その利用者

のことをよくわからない。電話番的な形

で受けて、そのことについて的確な判断

ができなくて訪問ができなかったりとい

うふうなことも懸念されるようなことも

考えられますので、そこはぜひともきち

んと専任でというふうにお願いしたいな

と思います。

　国のほうが出してるのですとか、これ

は大阪市が出しているのかな、そういう

のを見てみますと、非常に短い時間の訪

問で、中身的には洗濯物を取り入れたも

のをちょっと片づけるとか、そういうふ

うな具体的な内容の家事の部分は書いて

あったりするんです。掃除だとか調理だ

とか、そういう今だったらヘルパーにお

願いして行っているようなことが、それ

ではできないのではないのかというのが

国や大阪市が出していたりする分ですね。
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厚生労働省がモデルケースみたいなのを

つくって出していますけれども、その中

ではそんなふうになっています。今、法

改正で調理とかそういう部分については、

買い物ですとか、そういう部分について

は、ヘルパーじゃなくてもできるように

なるんだというふうにおっしゃっていた

んですけれども、この２４時間巡回随時

対応で訪問介護も看護もしてもらえると

いうのは、非常に金額的にも高いと思う

んですけれども、施設にかわる在宅で安

心してサービスが受けられるというふう

なことで打ち出されるものだと思うんで

す。それなのにこれと、要介護の方です

よね、これに対応するのはね。ですから、

これからの法改正にあっても、要介護の

方ですから介護保険を使って家事援助な

んかもしていただけるはずなのに、そこ

を外されてしまって、それはまた別枠で

お金を出してやってもらわないといけな

いというふうなことというのは、非常に

矛盾しているのではないのかなというふ

うに思うんです。今、医療と介護の総合

法案というのが国会の中でも衆議院を通っ

て審議されていると思います。社会保障

制度改革国民会議の報告書なんかを読ん

でみますと、川上から川下へというんで

すか、病院で４０万床の減を２０２５年

までにするのだとか、施設では３０万人

の減をするのだとかというふうなことが

書かれています。今でもたくさんの施設

の待機の方がある中で、どんどん２０２

５年というのは、団塊の世代が後期高齢

者になるということで、この２０２５年

という数字が上げられていると思うんで

すが、高齢者がふえるのに、そういう病

床であるとか、施設の入所者をどんどん

締め出して、そして川下へということで、

地域で見なさいというふうになっている

けれども、果たしてこの定期巡回だとか、

随時対応型と言われるものが、それにか

わってきちんと受けとめられるものになっ

ていくのかということでいうと、今まで

のお話を聞いている中では、非常にまだ

見えてこないなというふうに思いますし、

許容できる範囲も限られているのではな

いかなと思います。クオリティ・オブ・

デスというんですか、ＱＯＤ、それもこ

の社会保障制度改革国民会議の報告書の

中に出てくるんですけれども、尊厳ある

死をということだと思いますが、確かに

在宅で、病院で死ぬのではなくて畳の上

で死にたいというふうな、そういう思い

というのを持たれる方はたくさんいらっ

しゃいますし、それを保障できるような

体制が本当につくれるのであれば、これ

は一つすばらしいことだと思いますが、

そうではなくて、まず予算削減のために

行われる社会保障制度の削減ですね。そ

れに対して、本当に受け皿になるものが

どんどん貧しくなっていって、国の責任

を果たさない、また市町村も大変に困っ

た中で、しっかりとそれがフォローでき

ないというふうなことが起こってこない

ように、ぜひとも、この２４時間対応と

言われますけれども、この中身について

も、これからきちっと把握していただい

て、本当に地域の皆さんが安心できる制

度になっていけるのかどうか。また、こ

れで全て終わりということではなくて、

やはりたくさんの方が施設入所を待って

おられますので、そこに対してどういう

ふうにしていくのか、このことについて

も考えていただきたいと思います。要望

としておきます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　そうしたら、私のほう

からは、この際ですから、先ほど増永委

員が言われたように、地域密着型サービ
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スの充実がふえていくということはいい

ことなんですけれども、かがやきプラン

で、それこそ地域密着型サービス、地域

包括支援が拡充をされていくというふう

に描かれていたと思うんですけれども、

今その地域密着型サービス、小規模多機

能ですとか、地域包括の部分が今どうなっ

ているのか、また新しく改定もされます

けれども、その問題点などを教えていた

だきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、山崎

委員のご質問にご答弁申し上げます。

　本市の第５期のせっつ高齢者かがやき

プランにおきまして、施設の整備としま

して、地域密着型では、先ほど申し上げ

ました今回の定期巡回型、また小規模の

多機能型の居宅介護及び複合型サービス

といいまして、小規模な入所施設とデイ

サービスができる施設を併設しまして、

２５名に登録者を限定しまして利用して

いただき、施設に行かないときは訪問ヘ

ルパーのサービスを受けて地域で生活し

ていただくというような整備、また特別

養護老人ホームは、２９人以下の小規模

な特養の建設等をプランで計画しており

ました。整備につきましては、特養につ

いては、以北、以南。以南のほうでは整

備できましたけれども、以北では整備で

きておりません。また、今申し上げた小

規模な多機能型の施設につきましても、

以北のほうで整備できておりません。計

画上では、積極的にしていきたいという

状況は私どもあるんですけれども、事業

者から見ると、小規模になるとどうして

も単独では経営的に少ししんどいという

状況と、以北になりますと、若干土地の

確保に相当のコストがかかってしまって、

なかなか厳しい状況があるということで、

まだ手を挙げていただけていないという

状況です。

　今回、介護保険の法改正は、平成２７

年４月に行われます。本市は、この第５

期せっつ高齢者かがやきプランのできな

かった部分を引き続き積極的にしつつ、

今度の法改正に合わせた形で介護保険の

今後の高齢者が激増していきます状況に

対応していけるよう、軽度の方への訪問

ヘルパー等の派遣またはデイの設置が重

要だということで、身近なところで日中

過ごせていただけるような取り組みも含

めまして、積極的に事業所と、またボラ

ンティア等のいろんな方のご協力をいた

だき、介護保険制度を継続してできるよ

うに、将来を見据えて展開していきたい

と考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　なかなか介護の施設、

お金がもうかる、もうからんではないん

ですけれども、民間に頼っていてばかり

ではなかなか進まないという意味で、摂

津市の高齢福祉の制度として必要なもの

は、それこそ市の高齢福祉課がイニシア

チブをとって構築していく、つくってい

くと。もっともう一歩踏み込んだ政策を

しっかりと立てていただきたいと思いま

す。要望とします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　川口参事。

○川口高齢介護課参事　先ほどの増永委

員のご質問で１点、答弁漏れがございま

した。ほかのサービスと併用ができない、

例えばこのサービスを受ければ、ほかの

が利用できないというご質問があったか

と思いますが、例えば訪問介護と看護を

使っていても、通所サービスを利用した

いという場合には、単位数の中で調整を

しながら利用はできるということになっ

ておりますので、これを使ったからデイ

サービス、デイケア等に行けないという
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ことではないということと、あと１点、

家事援助につきましても、アンケート調

査等で、１か月当たり幾らという単位の

ものですので、回数が多くなってくると、

どうしてもこのサービスは、事業者のほ

うで提供できないという話がもしかした

らあるかもわからないですが、内容とし

て、対象としてはいけない、あるいは洗

濯をしてはいけないとか、そういった決

まりが特別あるというわけではないので、

その点だけ誤解があればと思いまして、

補足させていただきます。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　病院へ行ったりすると

きとかは、この中でもできるというふう

に書いてはあったんですが、デイサービ

スに行ったりとか、そういうことについ

てはできるのかなというふうに思ってい

るんですけれども、家事援助をこれ以外

に頼むということはできないということ

ですよね。そういうふうに私もちょっと

言葉不足ですみませんでした。

　それで、この中で家事援助をしていた

だくということが本当に可能かどうかと

いうのは、定めはないというお話ですけ

れども、１日に何回か来ていただくとい

うふうなことで、モデル的なものを見て

みますと、５分、１０分みたいなことが

書いてあったりとか、先ほど言った簡単

な作業だけをする。あとは排せつの援助

であるとか、そういうことだけしか書い

ていないというふうに思いますので、今

後、その実態についてもきちっと見てい

ただいて、本当に在宅で安心できるのか

どうかということについては、確認をとっ

ていっていただきたいと、定めがないか

らできるというふうにはならないと思う

んです。実態と兼ね合わせたということ

になると思うんですね。というふうにお

願いしたいなというふうに思っています。

　もう一点いいですか、すみません。

　サービス付き高齢者住宅の囲い込みと

いうことについても懸念があるというふ

うなことが調べていると出てきているん

です。この間、サービス付き高齢者住宅

も摂津市の中でも幾つかできていってい

ると思います。そこのことについても認

識をお持ちでしたら教えていただきたい

なというふうに思います。

○森西正委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　サービス付き高

齢者住宅の囲い込みにつきましては、市

内でも６か所ございます。国が地域包括

ケアシステムを構築していくに当たって、

概念図の中で、住まいということで、サー

ビス付き高齢者住宅の中に介護の事業所

も入れてサービス提供をするということ

も、国のほうが出しているというところ

もあって、囲い込みとなり、選択権を与

えないとか、そういうふうなことで問題

があると認識しております。入居者の方

がサービスをいろいろ利用できたり、選

択できたり、外にも行けたりということ

で、十分説明をしながら、利用者の選択

によって、サービスがケアプランに基づ

いて提供されるべきものであるというふ

うに考えておりますので、囲い込みとい

うような状況がある場合には、これはか

なり大変問題があるというふうに思って

おります。そういうことがないように、

摂津市としまして、現在のところ認定調

査等の折に同席をしたり、入居されてい

る方が外から見えないというようなこと

の、そういった状況にならないように風

通しよく、今後もずっと見続け、利用者

の方の権利については、守る方向で確認

をとってまいりたいと思っております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　すみません、ちょっと

私が何回も言葉足らずで申しわけないで
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す。

　今、囲い込みと言ったのは、この定期

巡回・随時対応型の事業をサービス付き

高齢者住宅のほうと連携をすれば、そこ

の一つの棟の中で、何人かの患者さんに

というふうなことで、地域に開かれた、

地域の方からのニーズに２４時間型の対

応をするということではなくて、もうそ

の高齢者住宅との間でやってしまうみた

いな、そういうふうなことについての囲

い込みが懸念されるということが読んで

いると出てきたので、そこについてもそ

ういうことのないように、もちろん高齢

者住宅に入られておられる方がサービス

を利用することは構わないと思うんです

けれども、何かそことの関係だけで１回

で何人も回れるわけですから効率的では

あるかもしれませんけれども、そういう

ことだけで終わらないようにしていただ

きたいということで、これはもう要望で

結構です。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　なければ、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３０分　休憩）

（午前１１時３２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第４０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第４１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　これで本委員会を閉会します。

（午前１１時３３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　民生常任委員長　　森　西　　　正

　民生常任委員　　市　来　賢太郎

− 20 −


